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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第99期
第１四半期
連結累計期間

第100期
第１四半期
連結累計期間

第99期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 (百万円) 36,061 42,244 159,512

経常利益 (百万円) 2,880 3,335 13,395

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,651 2,007 7,822

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 614 2,261 7,007

純資産額 (百万円) 87,028 94,045 92,591

総資産額 (百万円) 162,375 183,887 188,213

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 10.23 12.44 48.47

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 53.3 50.9 49.0

(注)１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　  ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　  ３　第99期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業

会計基準第25号　平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　  ４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社、子会社および関連会社（以下「当社グループ」という。）な

らびにその他の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  また、主要な関係会社についても異動はありません。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

　

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）のわが国経済につきましては、

平成23年３月11日に発生した東日本大震災により大きな影響を受け、生産活動は大きく低下いたしまし

た。その後、供給面での制約が和らぐにつれ、生産活動は持ち直しの動きを示してまいりましたが、原発事

故を契機とする電力不足問題は、様々な要因により、むしろその深刻さを増しつつあります。こうした影

響が懸念される状況のもと、第１四半期連結累計期間末を迎えることとなりました。

特殊鋼業界におきましては、震災発生後、特に自動車分野での生産が低下したことにより、特殊鋼熱間

圧延鋼材の生産は、前年同期比減少いたしました。

このような中、当第１四半期連結累計期間の当社グループの販売数量は、自動車業界の生産回復が早

かったことや、輸出が引き続き堅調に推移したことなどから、前連結会計年度第４四半期連結会計期間と

ほぼ同じ水準となり、米国発の金融危機に端を発した景気の急減速からの回復途中であった前年同期を

上回りました。これにより、売上高につきましては、上述の販売数量の増加に加え、鉄スクラップサー

チャージ制の適用による販売価格改善もあり、前年同期比61億82百万円増の422億44百万円となりまし

た。利益面につきましては、減価償却費、人件費等の固定費は増加しましたものの、販売数量の増加やコス

トダウンの実施に注力したことなどにより、経常利益は、前年同期比４億55百万円増の33億35百万円、四

半期純利益は、同３億55百万円増の20億７百万円となりました。

セグメント別の売上高および営業損益の状況は、次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高

につきましては、セグメント間の内部売上高又は振替高が含まれております。
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（鋼材事業） 

東日本大震災の影響により自動車業界を中心とした一時的な生産の低下はありましたものの、それ

からの回復が早かったことや輸出が引き続き堅調であったことなどから、当第１四半期連結累計期間

の販売数量は、前年同期を上回りました。これによる販売数量の増加や鉄スクラップサーチャージ制の

適用による販売価格の改善などにより、売上高は前年同期比54億28百万円増の390億33百万円となりま

した。営業利益につきましては、販売数量の増加およびコストダウンの実施などにより前年同期比７億

87百万円増の28億27百万円となりました。

　

（特殊材事業） 

耐熱・耐食合金、金属粉末製品などの製造および販売を行っており、当第１四半期連結累計期間の売

上高は前年同期比３億20百万円増の15億66百万円、営業利益は前年同期比１億26百万円減の１億60百

万円となりました。

　
　

（素形材事業） 

鋼材事業と同様、販売数量の増加や鉄スクラップサーチャージ制の適用による販売価格の改善など

により、売上高は前年同期比２億３百万円増の40億14百万円となりました。営業利益につきましては、

販売数量の増加などにより前年同期比23百万円増の２億53百万円となりました。

　

（その他） 

子会社を通じて、情報処理サービスを行っております。売上高は、一部の取引に関わる契約形態の変

更という一時的な要因により、前年同期比61百万円減の１億52百万円となりました。営業利益は、売上

高の減少により６百万円の損失（前年同期は10百万円の利益）となりました。

　

（注） 金額に消費税等は含まれておりません。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、たな卸資産の増加があったものの、現金及び預金の減少

などにより、1,838億87百万円（前連結会計年度末比43億25百万円減）となりました。

負債残高は、未払法人税等、賞与引当金の減少などにより、898億42百万円（前連結会計年度末比57億80

百万円減）となりました。

純資産残高は、四半期純利益の計上などにより940億45百万円（前連結会計年度末比14億54百万円増）

となりました。
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(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

当社グループは、平成23～25年度を実行期間とする第８次中期経営計画を策定し、６点の重点施策を定

めておりますが、当第１四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。

なお、当社は、株式会社の支配に関する基本方針を次のとおり定めております。

　
① 基本方針の内容の概要

当社は、「社会からの信頼」、「お客様からの信頼」、「人と人との信頼」の３つを柱とする「信頼

の経営」を経営理念に掲げ、当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上に取り組んでおりま

す。高品質の特殊鋼づくりと社会との融和を通じて、豊かで文化的な社会の実現に貢献すること、鋭敏

な感覚で需要家の皆様のニーズをとらえて迅速・的確に行動すること、従業員一人ひとりが“創造す

る喜び”と働きがいを実感できる企業風土であり続けることは、企業としての社会的責任であると同

時に、当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上につながるものであるとの認識であります。

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、上記の考え方を十分に理解し、将来にわ

たって当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上を指向する者でなければならないと考えて

おります。  

  従って、当社は、第三者による当社株式の大量買付け行為等により当社の企業価値および株主共同の

利益が損なわれることを防ぐため、当該第三者が順守すべき大量買付け行為等に係る適正なルールを

事前に定めておく必要があると考えます。すなわち、当社は、第三者から当社株式の大量買付け行為等

の提案（買収提案）がなされた場合には、これを受け入れるか否かの最終的な判断は、その時点におけ

る株主の皆様に委ねられるべきと考えており、株主の皆様が買収提案について必要な情報と相当な検

討期間に基づいた適切な判断を行えるようにすることが、当社の企業価値および株主共同の利益の確

保と向上のために必要であると考えております。

　
② 取組みの具体的な内容の概要

(イ) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、当社グループ全体の企業価値および株主共同の利益の確保と向上のため、３ヵ年毎に中期

連結経営計画を策定し、その達成に向けて、グループ一体となって諸施策に取り組んでおります。 

　また、当社は、社会から常に必要とされる企業であり続けるため、中期連結経営計画に基づく施策の

実行に際しては、企業市民の一人としての社会的責任を自覚し、着実にそれを果していくことによ

り、企業としての経済性と社会性を両立させてまいりたいと考えております。

　
(ロ) 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取組み

　当社は、上記基本方針に基づき、平成19年４月27日開催の取締役会において、当社の買収を試みる者

が具体的買付行為を行う前に経るべき手続きを明確かつ具体的に示した「株式の大量買付けに関す

る適正ルール」の導入を決議いたしました。この適正ルールは、当社取締役会が代替案を含め、買収

提案の妥当性を検討するために必要な情報と相当な期間を確保することにより、株主の皆様が買収

提案の内容とこれに対する当社取締役会による代替案等との比較を行い、それぞれにより実現され

る当社の企業価値および株主共同の利益を十分に理解したうえで適切な判断（インフォームド・

ジャッジメント）を行えるようにすること、加えて、当社の企業価値および株主共同の利益を損なう

こととなる悪質な株券等の大量買付けを阻止することを目的としたものであります。 

　具体的には、当社の株券等を15％以上取得しようとする者（買収提案者）がいる場合に、買収提案

が適正ルールに定める要件（必要情報および検討期間）を満たすときは、その時点における株主の

EDINET提出書類

山陽特殊製鋼株式会社(E01243)

四半期報告書

 5/19



皆様が、対抗措置である新株予約権の無償割当ての可否に関し直接判断を下す仕組みとなっており

ます。新株予約権の無償割当ては、①買収提案者が適正ルールに定める手続きを無視した場合、②買

収提案者が裁判例上悪質と特定された４類型のいずれかに該当し、その買収提案が株主共同の利益

に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるものと判断される（国際的評価を得ている法律事務所

および投資銀行の助言等に基づく）場合、③株主の皆様が新株予約権の無償割当てに賛同した場合

に限られます。

　なお、当社は、適正ルールに定めた見直し検討条項に基づいて、適正ルールの修正を行うことを平成

22年３月31日開催の取締役会において決議し、内容を公表しております。

　当該適正ルールは、当社ホームページ（http://www.sanyo-steel.co.jp/）に掲載しております。

　
③ 上記取組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由

上記の適正ルールは、買収提案がなされた場合に、対抗措置（新株予約権の無償割当て）を発動する

か否かについて、必要な情報と相当な検討期間に基づいて株主の皆様に判断していただくためのルー

ルおよび手続きを定めたものであります。この適正ルールは、買収提案を受け入れるか否かの最終的な

判断を株主の皆様に委ねることにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上を図るも

のであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

　以上のことから、当社取締役会は、適正ルールが上記①の基本方針に沿うものであると判断しており

ます。

　
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は４億67百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。

　
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

今後のわが国経済の見通しにつきましては、各分野における生産活動の回復や中国・インドを中心と

する新興国の経済成長等により、緩やかな成長基調が続くものと考えられますが、他方、ギリシャ財政危

機を契機とした欧州を中心とする金融不安や、新興国のインフレ抑制策等による経済成長鈍化の懸念、

ユーロ安・ドル安・円高による企業収益の圧迫、さらには全国的に深刻さを増しつつある電力不足問題

などの不安要素もあり、当社グループを取り巻く経営環境は、不透明性を増しております。

こうした中、当社グループとしては、需要家ニーズや需要動向への的確な対応、非価格競争力の強化に

向けた取り組みに一層注力すると共に、コストダウンのさらなる徹底等の内部努力や、鉄スクラップサー

チャージ制度の拡充、確立など、高品質の特殊鋼を適切に供給出来る事業体制の構築へ向けてグループの

総力を挙げて取り組み、より一層の企業価値の増大を図っていく所存であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 474,392,000

計 474,392,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成23年８月15日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 167,124,036 同左
東京証券取引所
(市場第一部）

単元株式数は1,000株で
あります。

計 167,124,036 同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年６月30日 ― 167,124 ― 20,182 ― 17,593

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成23年３月31日現在で記載をしております。

① 【発行済株式】

平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　 5,749,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 160,204,000 160,204 ―

単元未満株式 普通株式　　 1,171,036 ― ―

発行済株式総数 167,124,036 ― ―

総株主の議決権 ― 160,204 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権３個)含まれて

おります。

２　「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式745株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
山陽特殊製鋼株式会社

兵庫県姫路市飾磨区中島字
一文字3007

5,749,000 ― 5,749,000 3.44

計 ― 5,749,000 ― 5,749,000 3.44

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)および第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,990 11,128

受取手形及び売掛金 52,847 52,220

商品及び製品 7,028 8,402

仕掛品 21,030 23,516

原材料及び貯蔵品 14,080 14,829

その他 3,198 2,237

貸倒引当金 △12 △8

流動資産合計 117,162 112,325

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 34,048 32,927

その他（純額） 24,778 26,321

有形固定資産合計 58,827 59,248

無形固定資産 740 700

投資その他の資産 ※1
 11,482

※1
 11,612

固定資産合計 71,050 71,562

資産合計 188,213 183,887

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,040 16,087

短期借入金 35,389 35,603

未払法人税等 2,664 516

賞与引当金 2,399 1,171

役員賞与引当金 94 16

その他 13,090 12,465

流動負債合計 70,678 65,862

固定負債

長期借入金 22,400 21,400

退職給付引当金 1,310 1,413

役員退職慰労引当金 56 48

環境対策引当金 376 376

その他 800 741

固定負債合計 24,943 23,979

負債合計 95,622 89,842
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 20,182 20,182

資本剰余金 22,595 22,595

利益剰余金 50,138 51,339

自己株式 △1,756 △1,757

株主資本合計 91,160 92,360

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,728 1,904

為替換算調整勘定 △706 △649

その他の包括利益累計額合計 1,021 1,254

少数株主持分 409 430

純資産合計 92,591 94,045

負債純資産合計 188,213 183,887
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 36,061 42,244

売上原価 30,416 35,755

売上総利益 5,644 6,488

販売費及び一般管理費 2,660 3,067

営業利益 2,983 3,420

営業外収益

受取利息 8 3

受取配当金 60 84

その他 99 55

営業外収益合計 168 143

営業外費用

支払利息 121 123

為替差損 71 65

その他 79 39

営業外費用合計 271 228

経常利益 2,880 3,335

特別利益

投資有価証券売却益 － 5

土地売却益 289 －

債務保証損失引当金戻入額 61 －

貸倒引当金戻入額 38 －

特別利益合計 389 5

特別損失

固定資産除売却損 184 57

投資有価証券評価損 166 －

特別損失合計 351 57

税金等調整前四半期純利益 2,918 3,283

法人税、住民税及び事業税 153 388

法人税等調整額 1,099 873

法人税等合計 1,252 1,262

少数株主損益調整前四半期純利益 1,665 2,021

少数株主利益 14 13

四半期純利益 1,651 2,007
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,665 2,021

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,083 175

為替換算調整勘定 26 54

持分法適用会社に対する持分相当額 5 9

その他の包括利益合計 △1,051 240

四半期包括利益 614 2,261

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 594 2,240

少数株主に係る四半期包括利益 19 21
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【追加情報】

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

前連結会計年度

(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 

(平成23年６月30日)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 283百万円

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 283百万円

　２　偶発債務

下記会社等の借入金に対し、保証を行っており

ます。

Advanced Green Components, LLC386百万円

従業員 62

計 449

　２　偶発債務

下記会社等の借入金に対し、保証を行っており

ます。

Advanced Green Components, LLC394百万円

従業員 61

計 455

　３　受取手形割引高及び裏書譲渡高　 　　205百万円 　３　受取手形割引高及び裏書譲渡高　 　　204百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 2,277百万円 2,344百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間 (自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１　配当金支払額

該当事項はありません。

　

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月16日
取締役会

普通株式 806 5.00平成23年３月31日平成23年６月９日利益剰余金

　

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間 (自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３鋼材 特殊材 素形材 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 30,9931,2453,81136,050 10 36,061 ― 36,061

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

2,611 ― ─ 2,611 203 2,815△2,815 ―

計 33,6051,2453,81138,661 214 38,876△2,81536,061

セグメント利益 2,040 287 230 2,557 10 2,567 415 2,983

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含んでいない情報処理サービス事業であります。

２　セグメント利益の調整額415百万円は、棚卸資産の調整額413百万円、セグメント間取引消去等9百万円および各

報告セグメントに配分していない全社費用△6百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３鋼材 特殊材 素形材 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 36,6451,5664,01442,226 17 42,244 ― 42,244

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

2,387 ― ─ 2,387 135 2,523△2,523 ―

計 39,0331,5664,01444,614 152 44,767△2,52342,244

セグメント利益
又は損失(△)

2,827 160 253 3,241 △6 3,234 185 3,420

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含んでいない情報処理サービス事業であります。

２　セグメント利益又は損失の調整額185百万円は、棚卸資産の調整額167百万円、セグメント間取引消去25百万円

および各報告セグメントに配分していない全社費用△6百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 10.23円 12.44円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 1,651 2,007

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,651 2,007

普通株式の期中平均株式数(千株) 161,406 161,373

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【その他】

平成23年５月16日開催の取締役会において、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

平成23年５月16日 806 5.00
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年８月12日

山陽特殊製鋼株式会社

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    乾　　　一　良　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    浅　野　　　豊　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている山陽
特殊製鋼株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成
23年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、山陽特殊製鋼株式会社及び連結子会社の平成
23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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